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株式給付信託（ＢＢＴ）の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、2016 年 4 月 25 日付「株式給付信託（BBT）導入に関するお知らせ」及び同年７月 25

日付「株式給付信託（BBT）導入（詳細決定）に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役及び

当社子会社の代表取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」

（以下、「本制度」といいます。）を導入しておりますが、本日開催の取締役会において、本制

度を改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．改定の背景及び目的 

当社は、2016 年６月 14 日開催の第 59 回定時株主総会において、本制度の導入についてご承

認をいただき、その後、2021 年６月 16 日開催の第 64 回定時株主総会において、本制度の報酬

枠を改めて設定することについてご承認をいただきました。今般、当社取締役会は、執行役員

の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることにより、中長期的な業績の

向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本制度の対象者に当社の執

行役員を追加することを決議いたしました。 

 

２．本制度一部改定の概要 

＜本制度の対象者＞ 

（変更前）当社の取締役（但し、社外取締役を除く。）及び当社子会社の代表取締役 

（変更後）当社の取締役（但し、社外取締役を除く。）及び委任型執行役員（但し、取締役を 

     兼務する委任型執行役員を除く。） 

 

なお、本制度の対象者以外の内容については、本制度に基づき設定している信託へ拠出する

金銭の上限額および１事業年度あたりの付与ポイント数の上限も含めて変更いたしません。 

 

以上 


